
総務委員会議案説明資料 

令和元年１２月２０日 

件  名 頁 

１ 第１４３号議案 足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

（総 務 部） 



第 １ ４ ３ 号 議 案 説 明 資 料 
令和元年１２月２０日 

件 名 
足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内 容 

令和元年１２月１１日に開催された足立区特別職議員報酬等審議会の答申に

基づき、足立区議会議員の議員報酬月額及び期末手当の支給月数を改正する。 

１ 議員報酬の改定（第２条） 

  報酬月額の引き下げ ６１万９，０００円 → ６１万５，０００円 

（－０．５８％） 

２ 期末手当の改定（第８条第２項関係） 

支給月数の引き上げ  ３．６５月 → ３．８０月（＋０．１５月） 

（１）令和元年度

３月に支給する期末手当 ０．２５月 → ０．４０月

（２）令和２年度以降

６月に支給する期末手当  １．６５月 → １．７５月

１２月に支給する期末手当 １．７５月 → １．８０月

＜参考＞ 

３月 ６月 １２月 

現行 ０．２５月 １．６５月 １．７５月 

令和元年度 ０．４０月 １．６５月 １．７５月 

令和２年度以降 ０．２５月 １．７５月 １．８０月 

３ 施行年月日 

（１）報酬月額及び令和元年度に支給する期末手当の改定…令和２年１月１日

（２）令和２年度以降に支給する期末手当の改定…令和２年４月１日

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 

今後の方針 
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足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 改正前 第１条による改正後 

第１条～第７条 （省略） 第１条～第７条 （省略） 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 （省略） 第８条 （省略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の25、６月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する

場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基準

日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の40、６月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する

場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基準

日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

３～４ （省略） ３～４ （省略） 

別表 別表 

職名 議員報酬月額 職名 議員報酬月額 

議員 61万9,000円  議員 61万5,000円  

議長 省略 議長 省略 

副議長 省略 副議長 省略 

委員長 省略 委員長 省略 

副委員長 省略 副委員長 省略 

備考 備考 

省略 省略 

別紙
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足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前（第１条による改正後） 第２条による改正後 

第１条～第７条 （省略） 第１条～第７条 （省略） 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 （省略） 第８条 （省略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の40、６月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する

場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基準

日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の25、６月に支給する場合においては100分の175、12月に支給する

場合においては100分の180を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基準

日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

３～４ （省略） ３～４ （省略） 

付 則（令和 年 月 日条例第 号） 

この条例中第１条の規定は令和２年１月１日から、第２条の規定は同年４

月１日から施行する。 

別表 （省略） 別表 （省略） 
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